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１
　
政
党
交
付
金
の
集
中

自
由
民
主
党
（
以
下
、
自
民
党
）
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
に
実
施
さ
れ
た
第
四
八
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
い
て
二
八
四
議
席
を

獲
得
し
、
政
権
に
復
帰
し
た
。
二
〇
一
六
年
の
第
二
四
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
後
に
は
、
そ
の
後
に
入
党
し
た
議
員
を
含
め
、
日
本
の

こ
こ
ろ
と
の
統
一
会
派
が
単
独
過
半
数
を
上
回
り
、
衆
参
と
も
に
単
独
過
半
数
の
議
席
を
得
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
野
党
は
乱

立
状
態
に
陥
り
、
す
べ
て
の
党
が
衆
議
院
に
お
い
て
二
一
議
席
以
下
に
と
ど
ま
っ
た

（
１
）

。
今
日
に
お
け
る
国
会
の
勢
力
は
、
与
党
が
突
出
し

た
議
席
を
持
つ
一
方
で
、
小
規
模
な
野
党
が
分
裂
し
た
ま
ま
と
い
う
構
図
に
な
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
自
民
党
が
他
党
に
比
べ
て
優
位

な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
「
一
強
多
弱
」
と
称
し
て
報
道
す
る
場
面
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
自
民
党
は
議
会
運
営

に
お
け
る
強
力
な
基
盤
を
手
に
し
た
と
い
え
る
。

論

　説

（
四
八
五
）
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「
自
民
党
が
な
ぜ
強
い
の
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
そ
れ
が
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
明
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
多
数
派
勢
力
の
形
成
を
「
強
さ
」
と
し
て
扱
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
党
執
行
部
の
権
力
が
強
化
さ
れ
る
よ
う

な
ケ
ー
ス
を
政
党
の
「
強
さ
」
と
表
現
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
研
究
者
の
側
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
象
が
生
じ
る
要
因
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
意
す
る
。「
多
数
派
の
形
成
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
あ
る
政
党
が
議
席
を
増
や

し
た
り
、
ま
た
あ
る
党
が
議
席
を
減
ら
し
た
り
す
る
の
は
な
ぜ
か
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
得
票
が
増
加
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
減
少
す

る
の
か
と
い
っ
た
問
い
に
関
心
を
向
け
て
、
有
権
者
の
投
票
行
動
を
分
析
の
対
象
と
す
る
（
三
宅

　
一
九
九
五；

松
本

　
二
〇
〇
一；

谷
口

　

二
〇
〇
五；

山
田

　
二
〇
〇
九；
谷
口

　
二
〇
一
一；

名
取

　
二
〇
一
四
）。
党
組
織
の
権
力
に
関
し
て
は
、「
強
い
権
力
」
を
あ
る
派
閥
や
党
執

行
部
へ
の
権
限
の
集
中
と
置
き
換
え
て
、
方
針
の
決
定
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
や
集
団
を
特
定
す
る
分
析
が
行
わ
れ
る
。
こ
の

と
き
、
党
内
意
思
決
定
過
程
の
分
析
な
ど
を
通
じ
て
、
組
織
に
お
け
る
権
力
の
所
在
の
変
容
過
程
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
（
升
味

　

一
九
八
五；

佐
藤
・
松
崎

　
一
九
八
六；

川
人

　
一
九
九
六；

小
宮

　
二
〇
一
〇；

高
安

　
二
〇
一
四；

濱
本

　
二
〇
一
五
）。

こ
こ
で
挙
げ
た
二
つ
の
ケ
ー
ス
は
、
日
本
政
治
研
究
や
自
民
党
研
究
の
中
で
も
数
多
く
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る

（
２
）

。
こ

れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
関
心
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
資
金
面
に
光
を
当
て
、
政
治
資
金
、
と
り
わ
け
、
政
党
組

織
に
関
す
る
資
金
と
い
う
点
に
お
い
て
自
民
党
の
強
さ
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

（
３
）

。
カ
ネ
は
、「
個
人
に
と
っ
て
も
集
団
に

と
っ
て
も
、
自
ら
の
影
響
力
や
権
力
と
い
っ
た
手
段
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
白
鳥

　
一
九
九
五
：
七
）」。「
政

党
の
発
達
は
、
そ
の
組
織
を
維
持
、
拡
大
す
る
た
め
の
費
用
を
増
加
さ
せ
る
（
岩
井

　
一
九
九
〇
：
三
二
）」。
現
実
政
治
と
資
金
と
は
不
可

分
の
関
係
に
あ
り
、
政
治
資
金
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
必
要
経
費
」
と
な
る
（
岡
沢

　
一
九
八
九
：
一
八
五
）。
権
力
の
拡
大
を
目
指
す
と

き
、
政
党
の
組
織
化
を
目
指
す
と
き
、
そ
こ
に
は
必
ず
資
金
需
要
が
生
ま
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
点
に
目
を
向
け
、
政
党
組
織
と
資
金
を
取

（
四
八
六
）
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四
五

り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、「
自
民
党
の
強
さ
」
を
「
資
金
の
集
中
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
潤
沢
な
資
金
を
も
つ
政
党
や
候
補
者
は
、
必
然

的
に
運
動
に
投
入
で
き
る
資
金
量
が
増
加
し
、
選
挙
運
動
を
有
利
に
進
め
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
平
時
に
お
け
る
宣
伝
活
動
や

党
組
織
の
運
営
な
ど
、
資
金
の
需
要
は
選
挙
運
動
期
間
以
外
の
日
常
時
に
お
い
て
も
存
在
す
る
。
川
人
（
二
〇
〇
四
）
は
、
わ
ず
か
で
あ

る
も
の
の
、
資
金
が
多
く
投
入
さ
れ
た
場
合
に
得
票
が
増
加
す
る
ケ
ー
ス
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
（
川
人

　
二
〇
〇
四
）。

次
節
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
政
党
は
、
本
来
、
党
費
や
支
持
者
お
よ
び
支
持
団
体
か
ら
の
献
金
に
よ
っ
て
活
動
資
金
を
確
保
す
る
と
考

え
ら
れ
て
き
た
。
今
な
お
、
こ
れ
ら
の
資
金
が
政
党
組
織
を
支
え
て
い
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
党
費
や
献
金
な
ど
の

自
主
財
源
は
以
前
よ
り
も
大
幅
に
縮
小
し
、
各
党
の
資
金
需
要
に
耐
え
得
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
今
日
、
各
党
の
資
金
を
支
え
て
い

る
の
は
政
党
交
付
金
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
一
九
九
五
年
の
政
党
助
成
制
度
の
開
始
後
、
一
部
の
政
党
を
除
き
、
各
党
の
収
入
は
政
党
交

付
金
が
中
心
に
な
っ
た
。
日
本
の
政
党
助
成
制
度
で
は
、
国
会
の
議
席
数
と
国
政
選
挙
で
の
得
票
率
を
も
と
に
各
党
へ
の
交
付
額
が
算
出

さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
議
会
第
一
党
に
資
金
が
集
中
し
や
す
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
で
は
毎
年
、
各
党
へ
の
配
分
額
が
報

道
さ
れ
る
も
の
の
、
通
時
的
な
情
報
は
あ
ま
り
蓄
積
さ
れ
て
お
ら
ず
、
学
術
的
に
も
分
析
の
対
象
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、

各
党
の
交
付
金
に
注
目
し
、
政
党
助
成
制
度
の
仕
組
み
上
、
各
党
の
配
分
額
の
相
対
的
な
比
率
は
、
各
党
の
得
票
お
よ
び
議
席
の
比
率
に

近
似
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
を
出
発
点
と
し
て
、
有
効
政
党
数
の
算
出
方
法
を
援
用
し
、
配
分
額
の
差
を
分
析
す
る
。
次
節
で

は
、
日
本
の
政
党
助
成
制
度
の
枠
組
み
に
注
目
し
、
各
党
へ
の
配
分
額
が
国
会
に
お
け
る
勢
力
に
近
似
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
続
く
第

三
節
で
は
、
日
本
に
お
け
る
有
効
政
党
数
の
推
移
に
目
を
向
け
、
第
四
節
に
お
い
て
、
政
党
交
付
金
の
配
分
に
お
け
る
集
中
の
程
度
と
有

効
政
党
数
の
比
較
を
行
う
。
第
五
節
で
は
、
本
稿
の
結
論
と
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
知
見
に
つ
い
て
論
じ
る
。

（
四
八
七
）
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２
　
日
本
に
お
け
る
政
党
助
成
制
度

大
衆
政
党
（m

ass party

）
や
包
括
政
党
（catch-all party

）
に
関
す
る
議
論
に
よ
れ
ば
、
政
党
は
、
支
持
者
か
ら
の
献
金
を
募
り
、
そ

の
資
金
を
活
動
費
に
充
て
る
（D

uverger 1951; K
irchheim

er 1966

）。
し
か
し
、
今
日
の
政
党
は
、
カ
ル
テ
ル
政
党
（cartel party

）
論
が

説
明
す
る
よ
う
に
、
有
権
者
や
企
業
か
ら
の
献
金
で
は
な
く
、
国
か
ら
の
助
成
金
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
（K

atz and M
air 1995

）。

日
本
の
政
党
も
、
こ
の
状
況
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
の
政
党
助
成
は
一
九
九
五
年
に
始
ま
り
、
今
日
ま
で
に

六
、〇
〇
〇
億
円
以
上
の
資
金
が
三
〇
以
上
の
政
党
に
交
付
さ
れ
た
。
二
〇
〇
四
年
分
の
政
治
資
金
収
支
報
告
書
を
み
る
と
、
各
党
の
年

間
収
入
に
お
い
て
政
党
交
付
金
が
占
め
る
割
合
は
、
自
民
党
で
約
六
七
％
、
民
主
党
（
当
時
）
で
約
八
六
％
と
な
っ
て
い
る

（
４
）

。
政
党
助
成

法
は
、「
政
党
の
政
治
活
動
の
健
全
な
発
達
の
促
進
及
び
そ
の
公
明
と
公
正
の
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
民
主
政
治
の
健
全
な
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
い
る
。

政
党
助
成
法
に
は
、「
政
党
交
付
金
の
交
付
に
当
た
っ
て
は
、
条
件
を
付
し
、
又
は
そ
の
使
途
に
つ
い
て
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

明
記
さ
れ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
使
途
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
政
党
交
付
金
は
、
最
近
の
国
勢
調
査
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
人
口
に

二
五
〇
円
を
か
け
た
額
を
総
額
と
し
て
お
り
、
年
間
で
お
よ
そ
三
二
〇
億
円
と
な
る
。
政
党
交
付
金
を
各
政
党
に
配
分
す
る
た
め
の
計
算

に
は
、
主
に
二
つ
の
方
法
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
総
額
の
二
分
の
一
ず
つ
の
金
額
が
該
当
す
る
。
一
つ
目
の
計
算
方
法
は
、
議
員
数
割
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

議
員
数
割
は
、
交
付
を
届
け
出
た
政
党
に
所
属
す
る
議
員
数
を
も
と
に
各
政
党
の
勢
力
を
算
出
す
る
。
分
母
と
な
る
値
は
、
衆
参
両
院

の
議
員
総
数
で
は
な
く
、
届
け
出
を
行
っ
た
政
党
に
所
属
す
る
議
員
数
と
な
る
。
国
会
に
議
席
を
有
す
る
政
党
の
う
ち
、
届
け
出
を
行
わ

（
四
八
八
）
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三
四
七

な
か
っ
た
政
党
が
あ
れ
ば
、
そ
の
政
党
が
受
け
取
る
予
定
で
あ
っ
た
資
金
は

総
額
分
に
組
み
込
ま
れ
た
ま
ま
と
な
る
た
め
、
結
果
的
に
、
交
付
の
申
請
を

行
っ
た
政
党
に
上
乗
せ
し
て
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

残
り
の
二
分
の
一
の
額
は
、
得
票
数
割
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
。
得
票
数

割
は
、
さ
ら
に
四
分
の
一
ず
つ
の
額
に
分
け
ら
れ
、
前
回
衆
議
院
議
員
総
選

挙
で
の
得
票
率
、
前
回
お
よ
び
前
々
回
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
お
け
る

得
票
率
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
選
挙
区
と
比
例
区
に
分
け
て

計
算
さ
れ
、
通
常
選
挙
に
お
い
て
は
、
前
回
選
挙
と
前
々
回
選
挙
の
得
票
率

の
平
均
を
も
と
に
算
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
分
母
と
な
る
値
は
有
効
投
票

総
数
に
対
す
る
当
該
政
党
の
得
票
数
で
は
な
く
、
届
け
出
を
行
っ
た
政
党
が

獲
得
し
た
得
票
を
合
算
し
た
数
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
得
票
数
割
に
お
い
て

も
、
届
け
出
政
党
が
少
な
い
ほ
ど
、
届
け
出
政
党
に
支
給
さ
れ
る
額
が
大
き

く
な
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
受
給
資
格
を
満
た
す
ほ
と
ん

ど
の
政
党
が
政
党
交
付
金
を
受
給
し
て
い
る
が
、
共
産
党
は
、
制
度
が
導
入

さ
れ
た
当
初
か
ら
交
付
金
を
受
給
し
て
い
な
い
。
共
産
党
が
受
け
取
る
こ
と

の
で
き
る
額
は
、
交
付
を
届
け
出
た
政
党
に
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
。

政
党
が
交
付
金
を
受
給
で
き
る
か
否
か
は
、
以
下
の
二
つ
の
基
準
に
よ
り

図 １　主要政党の年間収入に占める政党交付金の割合

出典：「政治資金収支報告書の概要」『官報』より筆者作成。

（
四
八
九
）
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三
四
八

規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
衆
議
院
な
い
し
参
議
院
に
議
席

を
も
つ
議
員
が
五
人
以
上
い
る
政
党
が
交
付
対
象
と
な
る
。
第

二
に
、
前
回
の
総
選
挙
、
あ
る
い
は
前
回
、
前
々
回
の
通
常
選

挙
に
お
い
て
、
二
％
以
上
の
得
票
率
を
得
た
政
党
に
受
給
資
格

が
与
え
ら
れ
る
。
各
党
が
受
給
で
き
る
交
付
金
の
額
に
は
、
制

度
導
入
当
初
、
前
年
収
入
額
の
三
分
の
二
と
い
う
上
限
が
設
け

ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
事
実
上
、
新
党
は
結
成
の
翌
年

以
降
で
な
け
れ
ば
交
付
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

前
年
に
収
入
実
績
が
な
い
場
合
に
は
、
交
付
額
が
算
定
さ
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
条
項
は
一
九
九
六
年
に
廃
止
さ
れ
、
交
付

額
の
算
出
に
際
し
て
前
年
の
収
入
実
績
は
反
映
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
政
選
挙
に
一
度
も
候
補
者
を
擁

立
し
た
こ
と
が
な
い
政
党
で
あ
っ
て
も
、
現
職
の
議
員
が
五
人

以
上
い
れ
ば
、
政
党
交
付
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
前
回
の
総
選
挙
か
、
前
回
お
よ
び
前
々
回
の
通
常
選

挙
に
お
い
て
、
政
党
と
し
て
二
％
の
得
票
実
績
が
あ
れ
ば
、
あ

る
時
点
に
お
い
て
国
会
議
員
が
五
人
以
上
在
籍
し
て
い
な
く
て

表 １　政党交付金配分額の算出方法

区分 計算

議員数割：政党交付金総額の 1／２

議員数割（1／２）×当該政党の国会議

員数／（届出政党の国会議員数の合

計） …①　 

得票数割： 1／２　総選挙（前回）　 

小選挙区

得票数割（1／２）× 1／４ ×得票割合

 …②ａ

得票数割： 1／２　総選挙（前回）　 

比例代表

得票数割（1／２）× 1／４ ×得票割合

 …②ｂ

得票数割： 1／２　通常選挙（前回・

前々回）　小選挙区

得票数割（1／２）× 1／４ ×得票割合

の平均 …②ｃ

得票数割： 1／２　通常選挙（前回・

前々回）　比例代表

得票数割（1／２）× 1／４ ×得票割合

の平均 …②ｄ

各政党への配分額 ① ＋ ②（ａ～ｄの合計）

出典：総務省ホームページ「政党交付金の額の算定と交付手続」

http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou/seitoujoseihou0４.html

をもとに筆者作成（２019 年 ３ 月 ２9 日閲覧）。

（
四
九
〇
）
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も
、
政
党
交
付
金
の
受
給
資
格
が
生
じ
る
。
受
給
に
際
し
て
、
政
党
は
、
基
準
日
に
お
け
る
政
党
の
名
称
や
会
計
責
任
者
、
所
属
議
員
の

氏
名
な
ど
を
総
務
省
に
届
け
出
る
。
基
準
日
は
、
基
本
的
に
、
交
付
金
が
交
付
さ
れ
る
当
該
年
の
一
月
一
日
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
し
ば

し
ば
現
職
議
員
に
よ
る
新
党
が
年
末
に
結
成
さ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
山
本

　
二
〇
一
〇
）。

日
本
の
政
党
助
成
制
度
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
新
党
や
規
模
の
小
さ
な
政
党
に
も
交
付
を
受
け
る
機

会
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
五
〇
以
上
の
選
挙
区
に
候
補
者
を
擁
立
す
る
こ
と
が
受
給
資
格
を
得
る
条
件
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
（
桐
原 
二
〇
〇
四
）。
ド
イ
ツ
で
は
、
前
年
の
収
入
実
績
が
配
分
額
の
上
限
と
な
る
た
め
、
助
成
金
を
得
る
に
は
、
党
費
や

献
金
を
集
め
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
（
桐
原 

二
〇
〇
四
）。
日
本
の
場
合
に
は
新
党
で
あ
っ
て
も
五
人
以
上
の
現
職
議
員
が
所
属
し
て
い
れ

ば
交
付
を
受
け
る
資
格
が
発
生
す
る
た
め
、
両
国
に
比
べ
、
開
か
れ
た
受
給
要
件
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

第
二
の
特
徴
と
し
て
は
、
金
額
の
配
分
に
偏
り
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
配
分
額
の
算
定
は
、
議
席
数
と
得
票
数
を
も
と
に
決
定
さ

れ
る
た
め
、
必
然
的
に
、
議
席
の
多
い
政
党
ほ
ど
多
額
の
資
金
が
配
分
さ
れ
る
。
各
党
に
同
額
の
資
金
を
提
供
す
る
の
で
な
い
限
り
、
何

ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
配
分
額
に
傾
斜
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
で
は
、
議
席
数
と
得
票
数
に
よ
っ
て
金
額
の
差
が
生
ま
れ
る

よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
見
方
を
変
え
る
と
、
多
数
派
勢
力
に
は
多
額
の
資
金
が
供
給
さ
れ
る
の
に
対
し
、
そ
の
他
の
政
党
は
、
党
勢

が
小
さ
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
交
付
金
も
少
額
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
各
党
へ
の
配
分
額
に
は
、
各
党
の
議
席
お
よ
び
得
票
に
お
け
る
勢
力

が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
有
効
政
党
数
の
指
標
を
援
用
し
、
実
際
に
そ
う
で
あ
る
の
か
、
勢
力
に
沿
っ
た
配
分
が

な
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
議
席
お
よ
び
得
票
の
ど
ち
ら
の
値
に
接
近
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
四
九
一
）
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３
　
日
本
に
お
け
る
有
効
政
党
数
の
推
移

各
党
へ
の
交
付
金
の
規
模
を
析
出
す
る
前
に
、
日
本
の
有
効
政
党
数
の
推
移
と
、
各
選
挙
に
お
い
て
得
票
お
よ
び
議
席
を
得
た
政
党
数

の
推
移
を
概
観
す
る
。
有
効
政
党
数
と
は
、
ラ
ー
ク
ソ
ー
（M

arkku L
aakso

）
と
タ
ー
ガ
ペ
ラ
（R

ein T
aagepera

）
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ

た
指
標
で
あ
り
、
各
党
の
議
席
数
や
得
票
率
を
も
と
に
、
勢
力
的
に
有
効
と
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
政
党
の
数
を
示
す
（L

aakso and 

T
aagepera 1979

）。
各
党
が
同
規
模
程
度
の
勢
力
を
も
つ
場
合
に
は
、
政
党
シ
ス
テ
ム
に
存
在
す
る
政
党
の
実
数
に
近
い
値
が
算
出
さ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
突
出
し
た
議
席
数
を
も
つ
政
党
が
存
在
す
る
と
き
、
有
効
政
党
数
は
一
に
接
近
す
る
。

図
２
を
み
る
と
、
総
選
挙
に
お
け
る
有
効
選
挙
政
党
数
は
、
選
挙
区
で
は
お
お
む
ね
三
党
～
四
党
の
間
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
（
５
）

。
民
主
党
が
単
独
で
圧
倒
的
な
議
席
を
獲
得
し
た
二
〇
〇
九
年
に
は
二
・
六
四
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
数
値
が
三
未
満
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
総
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
で
は
、
純
粋
な
二
党
制
で
は
な
い
も
の
の
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
近
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
い
え
る
。
比
例
区
の

部
分
に
目
を
移
す
と
、
選
挙
区
に
比
べ
て
政
党
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
か
ら
は
、
比
例
代
表
制
が
併
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
小
党
に
よ
る
議
席
獲
得
の
可
能
性
が
高
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
小
選
挙
区
で
は
、
有
効
な
勢
力
を
獲
得

す
る
政
党
が
三
未
満
で
あ
る
が
、
比
例
代
表
制
に
よ
っ
て
一
定
の
勢
力
を
得
る
政
党
が
増
加
し
て
お
り
、
数
の
点
か
ら
す
る
と
、
衆
議
院

で
は
多
党
制
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
日
本
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
状
況
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
勢
力
的
に
有
効
と
み
な
す
こ
と
の
で

き
る
政
党
と
、
そ
う
で
な
い
政
党
の
数
の
差
に
ど
の
程
度
の
開
き
が
み
ら
れ
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
表
２
は
、
一
九
五
五
年
以

降
に
実
施
さ
れ
た
総
選
挙
に
お
い
て
票
を
得
た
政
党
の
数
と
、
図
２
で
示
し
た
有
効
政
党
数
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る

（
四
九
二
）
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と
、
票
を
得
た
政
党
の
総
数
に
対
し
、
有
効
な
勢
力
を
も
つ
と
さ
れ
る
政
党

数
は
半
分
以
下
の
値
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
選
挙
区
に
比
べ
、

小
党
で
も
票
を
得
や
す
い
と
さ
れ
る
比
例
区
の
部
分
で
さ
え
、
有
効
政
党
数

は
実
際
に
得
票
し
た
政
党
の
半
分
以
下
に
圧
縮
さ
れ
る
。
表
３
で
は
、
総
選

挙
に
お
い
て
議
席
を
獲
得
し
た
政
党
の
数
と
有
効
議
会
政
党
数
を
、
表
４
で

は
、
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
お
い
て
票
お
よ
び
議
席
を
獲
得
し
た
政
党
の

数
と
有
効
政
党
数
を
比
較
し
て
い
る
。
総
選
挙
に
お
い
て
議
席
を
獲
得
し
た

政
党
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
六
年
以
降
の
選
挙
区
部
分
に
お
け
る
政
党
数
の

圧
縮
が
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
二
〇
〇
五
年
以
降
、
小
選
挙
区
に
お

い
て
議
席
を
獲
得
し
た
勢
力
は
八
つ
前
後
存
在
し
て
い
る
の
に
対
し
、
有
効

議
会
政
党
数
は
二
を
下
回
っ
て
い
る
。
参
議
院
の
有
効
政
党
数
は
、
選
挙
、

議
会
と
も
に
衆
議
院
を
上
回
っ
て
い
る
が
、
票
お
よ
び
議
席
を
実
際
に
獲
得

し
た
政
党
と
比
較
す
る
と
、
衆
議
院
で
の
傾
向
と
同
様
に
半
分
以
下
の
値
と

な
る
。
二
〇
〇
一
年
以
降
の
通
常
選
挙
で
は
、
六
～
八
つ
の
勢
力
が
議
席
を

獲
得
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
有
効
政
党
数
は
三
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。

通
常
選
挙
で
は
、
地
域
に
よ
っ
て
選
挙
制
度
に
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
る
が
、

お
お
む
ね
、
衆
議
院
の
傾
向
と
重
な
っ
て
い
る
。

図 ２　有効選挙政党数（衆議院）の推移

出典：筆者作成。

（
四
九
三
）
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表 ２　衆議院議員総選挙において得票した政党数と有効政党数の比較

実数

（選挙区）

実数

（比例区）

有効政党数

（選挙区）

有効政党数

（比例区）

1958 年 5 ２.２４

1960 年 6 ２.４0

196３ 年 6 ２.55

1967 年 7 ３.0３

1969 年 7 ３.３5

197２ 年 7 ３.４1

1976 年 8 ４.0２

1979 年 9 ３.76

1980 年 9 ３.４４

198３ 年 9 ３.6４

1986 年 9 ３.３5

1990 年 8 ３.４1

199３ 年 11 5.16

1996 年 9 8 ３.88 ４.２8

２000 年 11 10 ３.78 5.15

２00３ 年 10 5 ２.97 ３.４２

２005 年 9 8 ２.71 ３.7２

２009 年 11 11 ２.6４ ３.68

２01２ 年 1２ 1２ ３.8２ 5.79

２01４ 年 10 11 ３.２5 ４.97

２017 年 9 11 ３.４0 ４.85

出典：筆者作成。

（
四
九
四
）
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表 ３　衆議院議員総選挙において議席を得た政党数と有効政党数の比較

実数

（選挙区）

実数

（比例区）

有効政党数

（選挙区）

有効政党数

（比例区）

1958 年 5 1.98

1960 年 6 ２.00

196３ 年 5 ２.15

1967 年 6 ２.４1

1969 年 6 ２.50

197２ 年 7 ２.67

1976 年 7 ３.18

1979 年 8 ３.２9

1980 年 8 ２.7４

198３ 年 8 ３.２３

1986 年 8 ２.57

1990 年 8 ２.70

199３ 年 10 ４.1４

1996 年 8 5 ２.３6 ３.8４

２000 年 9 6 ２.３6 ４.7２

２00３ 年 8 5 ２.２8 ３.0３

２005 年 6 8 1.76 ３.15

２009 年 7 7 1.70 ２.91

２01２ 年 9 9 1.57 ４.95

２01４ 年 9 6 1.69 ４.1４

２017 年 8 7 1.71 ４.２0

出典：筆者作成。

（
四
九
五
）
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表 ４　参議院議員通常選挙において票および 

議席を得た政党数と有効政党数の比較

実数

（選挙区）

実数

（比例区）

実数

（議会）

有効政党数

（選挙区）

有効政党数

（比例区）

有効政党数

（議会）

1956 年 7 7 6 ２.6２ ３.55 ２.59

1959 年 6 7 6 ２.5４ ３.４9 ２.４４

196２ 年 8 8 7 ２.9４ ３.３9 ２.58

1965 年 7 7 6 ３.17 ３.２9 ２.４9

1968 年 7 7 6 ３.２9 ３.４３ ２.7４

1971 年 7 7 6 ３.２２ ３.6２ ２.8２

197４ 年 7 7 7 ３.87 ３.80 ３.３３

1977 年 11 11 10 ４.09 5.0３ ３.18

1980 年 8 9 8 ３.7３ ４.1２ ２.87

198３ 年 8 10 11 ３.7２ 5.10 ２.9４

1986 年 8 10 10 ３.60 ４.68 ２.7２

1989 年 9 9 11 5.0３ ４.４３ ４.２1

199２ 年 7 9 10 ４.00 5.４４ ３.01

1995 年 9 8 9 5.４２ ４.65 ３.8４

1998 年 8 7 7 ４.9４ 5.8３ ４.6３

２001 年 8 8 8 ４.２7 ４.58 ２.9２

２00４ 年 7 6 6 ３.３6 ３.75 ２.89

２007 年 11 11 7 ３.55 ３.8３ ２.86

２010 年 1３ 1２ 8 ３.55 5.01 ３.09

２01３ 年 1４ 1２ 9 ４.２２ 5.２３ ３.0３

２016 年 1３ 1２ 8 ４.0３ ４.70 ３.３6

出典：筆者作成。

（
四
九
六
）
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４
　
政
党
交
付
金
配
分
の
偏
り

前
節
で
は
、
実
際
に
票
お
よ
び
議
席
を
得
た
政
党
数
と
、
有
効
政
党
数
の
計
算
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
政
党
数
と
の
間
に
、
ど
の
程
度

の
差
が
生
じ
得
る
の
か
を
確
認
し
た
。
有
効
政
党
数
の
議
論
は
、
選
挙
お
よ
び
議
会
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
各
党
の
勢
力
を
相
対
的
に
比
較

し
、
一
定
の
規
模
を
上
回
る
政
党
の
数
を
算
出
す
る
。
こ
の
性
格
を
政
党
助
成
に
援
用
し
、
交
付
金
の
配
分
が
ど
の
程
度
の
数
の
政
党
に

集
中
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
待
鳥
（
二
〇
一
五
）
に
よ
る
と
「
有
効
政
党
数
は
、
大
政
党
と
小
政
党
が
混
在
す
る
議
会
の
実

質
的
な
勢
力
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
」
の
に
有
用
な
指
標
で
あ
る
と
い
う
（
待
鳥

　
二
〇
一
五
）。
配
分
額
が
議
席
数
と
得
票
数
を
も
と
に

算
出
さ
れ
る
こ
と
、
金
額
の
大
き
な
政
党
と
小
さ
な
政
党
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
二
点
か
ら
、
政
党
交
付
金
は
、
有
効
政
党
数
の
援
用

可
能
性
を
も
つ
。

表
５
は
、
交
付
を
受
け
た
政
党
の
数
と
、
他
党
よ
り
も
相
対
的
に
大
き
な
金
額
の
交
付
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
数
を
示
し
て

い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
有
効
政
党
数
の
よ
う
に
、
実
際
の
数
よ
り
も
五
党
以
上
減
少
し
、
三
前
後
の
値
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
は
、
一
定
程
度
の
資
金
を
得
て
い
る
政
党
が
三
前
後
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
最
大
値
は
、

一
九
九
八
年
に
記
録
さ
れ
た
三
・
四
五
で
あ
り
、
同
年
に
実
際
に
交
付
を
受
け
た
政
党
数
は
一
二
党
で
あ
っ
た
。
特
筆
す
べ
き
は
、

二
〇
〇
三
年
以
降
、
ほ
と
ん
ど
の
年
に
お
い
て
、
交
付
金
が
三
党
以
下
の
政
党
に
集
中
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
政
党
交
付
金
総
額
の
う
ち
、

議
会
第
一
党
と
第
二
党
が
大
部
分
を
占
め
、
残
り
の
金
額
が
一
〇
党
前
後
に
配
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

図
３
は
、
衆
議
院
、
参
議
院
に
お
け
る
有
効
政
党
数
と
交
付
金
の
集
中
の
程
度
を
比
較
し
て
い
る

（
６
）

。
得
票
す
る
政
党
よ
り
も
議
席
を
得

る
政
党
の
方
が
少
な
い
た
め
、
有
効
政
党
数
は
、
一
般
的
に
、
選
挙
レ
ベ
ル
よ
り
も
議
会
レ
ベ
ル
の
方
が
小
さ
な
値
と
な
る
。
こ
れ
ら
の

（
四
九
七
）
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表 ５　政党交付金を受給した政党と配分額の集中の比較

交付金受給政党数 政党交付金集中度

1995 年 8 ３.08

1996 年 10 ３.06

1997 年 9 ３.0４

1998 年 1２ ３.４5

1999 年 10 ３.３5

２000 年 11 ３.３9

２001 年 10 ３.２9

２00２ 年 8 ３.1３

２00３ 年 8 ２.9３

２00４ 年 6 ２.57

２005 年 7 ２.5３

２006 年 7 ２.４9

２007 年 6 ２.51

２008 年 6 ２.55

２009 年 8 ２.6２

２010 年 9 ２.5２

２011 年 9 ２.60

２01２ 年 11 ２.67

２01３ 年 9 ３.３0

２01４ 年 11 ３.２２

２015 年 10 ２.80

出典：筆者作成。

（
四
九
八
）
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値
と
比
較
し
、
資
金
配
分
の
集
中
度
が
有
効
選
挙
政
党
数
の
選
挙
区
部
分
と

有
効
議
会
政
党
数
の
間
に
位
置
し
続
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
党
交
付
金
は
、

小
選
挙
区
部
分
の
得
票
な
い
し
議
会
に
お
け
る
議
席
配
分
に
近
い
状
況
の
も

と
に
配
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
政
党
交
付
金
に
関
し
、

配
分
の
計
算
方
法
は
複
雑
な
も
の
の
、
資
金
配
分
は
お
お
む
ね
議
席
状
況
を

反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。

単
年
で
の
傾
向
を
み
て
い
く
と
、
政
党
交
付
金
は
、
議
会
レ
ベ
ル
の
勢
力

に
近
似
し
て
お
り
、
配
分
の
比
例
性
が
高
い
。
一
方
で
、
通
時
的
な
見
方
を

す
る
と
、
資
金
総
額
に
対
す
る
各
党
へ
の
配
分
額
は
い
く
つ
か
の
政
党
に
集

中
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
常
態
化
し
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。
第
二
節
で

み
た
よ
う
に
、
資
金
配
分
の
算
出
は
所
属
議
員
数
と
得
票
率
が
基
準
と
な
る
。

こ
の
二
つ
の
条
件
は
、
二
〇
〇
九
年
や
二
〇
一
二
年
の
総
選
挙
の
よ
う
に
、

選
挙
結
果
に
大
き
な
変
動
が
起
き
な
い
限
り
固
定
さ
れ
る
。
言
い
換
え
る
と
、

一
度
の
選
挙
結
果
が
数
年
の
間
に
お
い
て
資
金
的
な
差
を
生
み
出
す
。

図 ３　有効政党数と政党交付金の集中度の比較

出典：筆者作成。

（
四
九
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
五
八

５
　
結
論
と
含
意

政
党
交
付
金
の
配
分
額
を
相
対
的
に
み
る
と
、
約
三
党
前
後
に
集
中
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
議
会
勢
力
、
あ
る
い
は
総
選

挙
に
お
け
る
選
挙
区
レ
ベ
ル
の
勢
力
を
反
映
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
前
節
で
も
指
摘
し
た
よ
う

に
、
現
行
制
度
上
、
政
党
間
に
は
資
金
的
な
差
が
生
ま
れ
や
す
く
、
さ
ら
に
は
固
定
化
し
や
す
い
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
と

り
わ
け
、
年
間
収
入
の
多
く
を
政
党
交
付
金
に
依
拠
し
て
い
る
政
党
に
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
知

見
と
し
て
、
以
下
の
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
各
党
の
得
票
や
獲
得
議
席
と
資
金
の
関
係
に
つ
い
て
、
政
党
助
成
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
選
挙
と
資
金
と
の
間
に
は
、
選

挙
結
果
の
差
が
資
金
力
の
差
を
生
み
出
す
と
い
う
関
係
が
存
在
す
る
。
冒
頭
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
多
額
の
資
金
が
選
挙
運
動
に
投
入
さ
れ

た
と
き
、
得
票
が
増
加
す
る
の
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
政
党
資
金
と
議
席
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
分
析
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
選
挙
で
勝
ち
続
け
る
こ
と
が
資
金
の
増
加
に
つ
な
が
り
、
資
金
の
増
加
が
選
挙
で
の
勝
利
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
し
て
い

る
と
す
る
な
ら
ば
、
政
党
助
成
は
、
自
民
党
の
一
党
優
位
と
い
う
状
況
を
促
進
す
る
要
因
と
し
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
あ
く
ま

で
も
、
本
制
度
は
得
票
と
議
席
に
応
じ
て
資
金
を
傾
斜
的
に
配
分
す
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と

し
て
も
、
実
際
に
は
、
選
挙
結
果
に
よ
っ
て
資
金
力
の
差
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
差
が
固
定
化
さ
れ
る
よ
う
な
実
態
が
浮
か
び
上
が
る
。

政
党
助
成
の
開
始
か
ら
二
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
今
日
、
現
行
の
制
度
が
も
た
ら
す
効
果
や
影
響
を
検
証
し
、
制
度
の
在
り
方
を
見
直
す

余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
政
治
資
金
規
正
法
と
の
関
連
や
、
献
金
の
在
り
方
と
の
つ
な
が
り
を
踏
ま
え
た
議
論
が
求
め
ら
れ
る
。
政
治
資

（
五
〇
〇
）
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金
と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
は
、
配
分
額
の
集
中
度
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
第
二
の
含
意
と
な
る
。
日
本
に
お
い
て
、
個
人
献
金
は
定
着
し

て
お
ら
ず
、
政
治
改
革
時
に
期
待
さ
れ
た
よ
う
な
状
況
は
生
ま
れ
て
い
な
い
。
当
時
、
個
人
献
金
の
促
進
が
期
待
さ
れ
た
の
に
対
し
、
企

業
献
金
は
規
制
の
対
象
と
な
っ
た
。
企
業
献
金
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
の
見
方
が
先
行
し
て
い
る

（
７
）

。
も
ち

ろ
ん
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
汚
職
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
、
各
党
の
収
入
が
交
付
金
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
献
金
の
在
り
方
と
助
成
の
位
置
づ
け
を

関
連
づ
け
た
議
論
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
個
人
、
企
業
や
団
体
な
ど
と
い
っ
た
私
的
な
領
域
か
ら
の
資
金
が
政
党
に
流
れ
込
ま
な

い
限
り
、
各
党
の
資
金
が
変
動
す
る
余
地
は
少
な
い

（
８
）

。
し
た
が
っ
て
、
政
治
献
金
の
取
り
扱
い
を
改
め
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
え

よ
う
。

第
三
の
点
は
、
各
党
の
資
金
量
が
政
党
、
と
り
わ
け
野
党
の
選
挙
戦
略
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
得
票
お
よ
び

議
席
の
増
加
が
自
ら
の
資
金
の
増
加
を
も
た
ら
す
と
き
、
各
党
は
、
得
票
の
最
大
化
を
目
指
す
よ
う
な
選
挙
戦
略
を
打
ち
立
て
る
と
想
定

で
き
る
。
資
金
的
な
余
裕
を
欠
く
政
党
は
、
た
と
え
議
席
の
獲
得
に
結
び
つ
か
な
く
て
も
、
得
票
の
増
加
に
傾
倒
す
る
。
こ
の
と
き
、
政

党
交
付
金
は
、
野
党
間
に
お
け
る
政
党
間
協
力
を
阻
害
す
る
も
の
と
な
る
。
統
一
候
補
の
擁
立
は
、
野
党
の
候
補
者
の
勝
率
を
高
め
る
選

挙
戦
略
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
統
一
候
補
を
擁
立
し
た
と
き
、
得
票
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
一
本
化
さ
れ
た
候
補
者
が
所
属
す
る

政
党
の
も
の
に
な
る
。
戦
略
が
功
を
奏
し
、
統
一
候
補
が
与
党
候
補
を
破
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
こ
れ
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
議
席

は
そ
の
当
選
者
の
政
党
の
数
に
組
み
込
ま
れ
る
。
こ
の
候
補
者
な
い
し
当
選
者
の
政
党
は
、
票
、
議
席
と
も
に
伸
張
す
る
こ
と
が
で
き
、

結
果
的
に
交
付
金
の
配
分
の
増
加
も
見
込
ま
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
乗
り
の
側
に
ま
わ
っ
た
政
党
は
、
実
績
を
上
積
み
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
選
挙
運
動
に
コ
ス
ト
を
投
入
す
る
の
み
と
な
り
、
直
接
的
な
メ
リ
ッ
ト
を
欠
く
。

（
五
〇
一
）
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今
日
に
お
け
る
自
民
党
の
一
党
優
位
の
状
況
は
「
一
強
多
弱
」
と
も
称
さ
れ
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
政
治
状
況
が
生
じ
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
は
、
複
合
的
な
要
因
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
一
端
と
し
て
政
党
資
金
、
と
り
わ
け
、
政
党
交
付
金
に
注
目
し
、
こ
の
点
に

お
い
て
も
自
民
党
の
一
党
優
位
状
態
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
状
態
が
固
定
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本

稿
が
政
党
助
成
を
取
り
あ
げ
た
の
は
、
今
日
の
政
党
が
収
入
の
大
部
分
を
交
付
金
で
賄
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
必
ず
し

も
各
党
の
資
金
が
政
党
交
付
金
の
み
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
第
一
節
で
も
ふ
れ
た
よ
う

に
、
交
付
金
に
比
べ
て
小
さ
な
規
模
で
は
あ
る
も
の
の
、
各
党
と
も
、
党
費
や
献
金
に
よ
る
収
入
を
得
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
与
野
党
間
に
は
資
金
の
差
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
自
民
党
の
年
間
収
入
に
お
い
て
、
約
二
〇
％
は

自
主
財
源
が
占
め
る
。
こ
れ
に
対
し
、
野
党
の
自
主
財
源
は
数
％
程
度
に
と
ど
ま
る
場
合
が
多
く
、
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
て
い

な
い
。
政
治
資
金
は
、
多
く
の
党
員
を
抱
え
、
組
織
的
に
資
金
を
確
保
す
る
た
め
の
仕
組
み
が
整
備
さ
れ
て
い
る
政
党
や
、
与
党
と
し
て

政
策
決
定
に
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
政
党
に
集
中
す
る
。
す
な
わ
ち
、
与
党
に
比
べ
て
、
野
党
は
自
主
財
源
の
調
達
が
困
難

な
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
が
存
在
す
る
う
え
で
、
今
や
各
党
の
最
大
の
資
金
源
と
な
っ
た
政
党
交
付
金
に
も
偏
り
が
み
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
資
金
の
集
中
は
、
政
党
の
強
さ
に
関
す
る
一
つ
の
側
面
を
な
す
と
い
う
説
明
が
可
能
と
な
る
。

政
党
助
成
制
度
は
、
政
治
改
革
の
と
き
に
掲
げ
ら
れ
た
政
党
本
位
の
政
治
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
策
で
あ
り
、
制
度
設
計
や
期
待
さ

れ
る
効
果
に
は
当
時
の
政
治
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
政
党
助
成
に
関
し
て
、
政
治
改

革
時
に
は
予
期
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
影
響
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
後
、
政
治
改
革
の
検
証
が
進
め
ら
れ
、
政
治
資
金
の

改
正
を
め
ぐ
る
論
点
が
再
び
提
起
さ
れ
る
な
ら
ば
、
政
党
組
織
、
さ
ら
に
は
政
党
助
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
包
括
的
な
議
論
が
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
本
稿
の
射
程
で
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
課
題
で
あ
り
、
本
稿
の
立
ち
位
置
は
、
あ
く
ま
で
も
問
題

（
五
〇
二
）



政
党
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も
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づ
く
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斜
配
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（
浅
井
）

三
六
一

提
起
を
行
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
今
後
、
こ
の
議
論
を
よ
り
深
め
て
い
く
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
研
究
蓄
積
が
求
め
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、

早
期
に
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
論
点
と
し
て
は
、
各
党
の
資
金
の
多
寡
と
選
挙
結
果
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
各
党
の
支

出
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
お
り
、
政
党
交
付
金
が
占
め
る
割
合
は
ど
の
程
度
で
あ
る
の
か
な
ど
の
問
題
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点

は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 

第
四
八
回
総
選
挙
の
結
果
よ
り
。

（
２
） 

こ
こ
で
は
、
数
多
く
の
研
究
蓄
積
の
う
ち
の
一
部
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

（
３
） 

日
本
の
政
治
資
金
に
関
す
る
主
な
研
究
業
績
と
し
て
、
広
瀬
（
一
九
八
九
）、
岩
井
（
一
九
九
〇
）、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
白
鳥
（
一
九
九
五
）、

佐
々
木
・
谷
口
・
吉
田
・
山
本
（
一
九
九
九
）、
川
人
（
二
〇
〇
四
）、C

arlson

（２007

）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
政
党
助
成
を

取
り
上
げ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
浅
井
（
二
〇
一
六；

二
〇
一
七；

二
〇
一
八
）
を
参
照
。

（
４
） 

各
党
の
年
間
収
入
に
占
め
る
政
党
助
成
の
割
合
を
み
る
限
り
に
お
い
て
、
日
本
の
政
党
は
カ
ル
テ
ル
政
党
論
が
指
摘
す
る
よ
う
な
特
徴
を
も
っ

て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
カ
ル
テ
ル
政
党
の
特
性
は
資
金
面
以
外
に
も
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
資
金
面
に
の
み
注
目
し
て
、
日
本
の
政
党
が
カ
ル
テ
ル

政
党
で
あ
る
と
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
。
中
北
（
二
〇
一
二
）
は
、
政
党
助
成
の
点
に
お
い
て
も
、
日
本
の
政
党
を
カ
ル
テ
ル
政
党
と
す
る
こ
と
は

早
計
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
本
稿
で
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
政
党
助
成
は
国
政
選
挙
を
中
心
と
し
た
制
度
設
計
が
施
さ
れ
て
い
る
。
政
党

が
資
金
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
選
挙
で
の
得
票
、
議
席
獲
得
の
増
加
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
選
挙
至
上
主
義
政
党
で
あ
る
と
論

じ
て
い
る
（
中
北

　
二
〇
一
二
：
一
二
五
）。

（
5
） 

総
務
省
が
公
表
す
る
選
挙
結
果
調
に
も
と
づ
い
て
、「
諸
派
」
お
よ
び
「
無
所
属
」
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
み
な
し
て
算
出
さ
れ
た

値
を
示
し
て
い
る
。

（
6
） 

前
節
と
異
な
り
、
政
党
交
付
金
を
受
給
し
た
政
党
の
み
を
対
象
と
し
た
値
を
示
し
て
い
る
。
共
産
党
は
、
折
れ
線
グ
ラ
フ
で
示
し
て
い
る
交
付

金
の
集
中
度
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
五
〇
三
）
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経
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　第
五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
六
二

（
7
） 

民
主
党
は
、
政
党
本
部
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
企
業
・
団
体
献
金
の
受
け
取
り
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。

（
8
） 

白
鳥
（
一
九
九
五
）
は
、
自
主
財
源
に
よ
っ
て
資
金
を
充
足
で
き
な
い
よ
う
な
政
党
は
、
国
民
か
ら
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ

と
を
意
味
し
、
消
滅
し
て
も
仕
方
が
な
い
と
考
え
る
見
方
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
同
時
に
、
そ
れ
で
も
な
お
、
選
挙
運
動
に
お
い
て
共
通
の
場
を

設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
、
公
的
な
助
成
は
選
挙
公
営
の
よ
う
な
も
の
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
を
示
し
て
い
る
（
白
鳥 

一
九
九
五
：
二
四
三
）。

（
日
本
語
文
献
）

浅
井
直
哉
（
二
〇
一
六
）「
日
本
の
政
党
助
成
制
度
と
カ
ル
テ
ル
政
党
の
形
成
」『
法
学
研
究
年
報
』
第
四
四
号
、
一
七
五
─
二
〇
七
頁
。

浅
井
直
哉
（
二
〇
一
七
）「
政
党
助
成
制
度
の
導
入
に
よ
る
収
支
構
造
の
変
容
と
政
党
交
付
金
の
実
態
」『
法
学
研
究
年
報
』
第
四
五
号
、
一
二
一
─

一
四
九
頁
。

浅
井
直
哉
（
二
〇
一
八
）「
民
主
党
に
お
け
る
政
党
助
成
の
役
割
」『
法
学
研
究
年
報
』
第
四
六
号
、
一
二
四
─
一
〇
三
頁
。

岩
井
奉
信
（
一
九
九
〇
）『
政
治
資
金
の
研
究

─
利
益
誘
導
の
日
本
的
政
治
風
土
』
日
本
経
済
新
聞
社
。

岩
崎
正
洋
（
一
九
九
九
）『
政
党
シ
ス
テ
ム
の
理
論
』
東
海
大
学
出
版
会
。

岩
崎
正
洋
（
二
〇
〇
二
）『
議
会
制
民
主
主
義
の
行
方
』
一
藝
社
。

岩
崎
正
洋
（
二
〇
〇
七
）「
一
党
優
位
政
党
制
の
条
件
」『
政
経
研
究
』
第
四
四
巻
第
二
号
、
四
五
一
─
四
七
一
頁
。

岩
崎
正
洋
編
（
二
〇
一
一
）『
政
党
シ
ス
テ
ム
の
理
論
と
実
際
』
お
う
ふ
う
。

岩
渕
美
克
（
二
〇
一
〇
）「
第
４5
回
総
選
挙
の
分
析

─
民
主
党
の
勝
因
と
メ
デ
ィ
ア
効
果
」『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
＆
メ
デ
ィ
ア
』
第
三
巻
、
四
一
─

五
二
頁
。

岡
沢
憲
芙
（
一
九
八
八
）『〔
現
代
政
治
学
叢
書

　
一
三
〕
政
党
』
東
京
大
学
出
版
会
。

加
藤
秀
治
郎
（
一
九
九
一
）「
西
ド
イ
ツ
の
比
例
代
表
制
と
公
費
補
助
」『
選
挙
研
究
』
第
六
巻
、
六
三
─
七
九
頁
。

川
人
貞
史
（
一
九
九
六
）「
シ
ニ
オ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
と
派
閥
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
臨
時
増
刊
号
、 

一
一
一
─
一
四
五
頁
。

（
五
〇
四
）



政
党
規
模
に
も
と
づ
く
交
付
金
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傾
斜
配
分
（
浅
井
）

三
六
三

川
人
貞
史
（
二
〇
〇
四
）『
選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム
』
木
鐸
社
。

桐
原
康
栄
（
二
〇
〇
四
）「
欧
米
主
要
国
の
政
治
資
金
制
度
」『
調
査
と
情
報

─IS
S

U
E

 B
R

IE
F

』
第
四
五
四
号
。

小
宮
京
（
二
〇
一
〇
）「
保
守
党
に
お
け
る
派
閥
の
一
考
察

─
１
９
２
０
─
１
９
６
０
年
代
」『
選
挙
研
究
』
第
二
六
巻
第
一
号
、
五
─
一
三
頁
。

佐
々
木
毅
・
谷
口
将
紀
・
吉
田
慎
一
・
山
本
修
嗣
編
（
一
九
九
九
）『
代
議
士
と
カ
ネ
』
朝
日
新
聞
社
。

佐
々
木
毅
編
（
一
九
九
九
）『
政
治
改
革
一
八
〇
〇
日
の
真
実
』
講
談
社
。

佐
藤
誠
三
郎
・
松
崎
哲
久
（
一
九
八
六
）『
自
民
党
政
権
』
中
央
公
論
社
。

白
鳥
令
（
一
九
九
五
）「
政
治
改
革
の
原
則
は
何
か
」
Ｈ
・
Ｅ
・
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
＆
白
鳥
令
編
『
民
主
主
義
の
コ
ス
ト

─
政
治
資
金
の
国
際
比
較
』

二
三
七
─
二
四
四
頁
、
新
評
論
。

砂
田
一
郎
（
一
九
七
七
）「
一
党
優
位
型
政
党
シ
ス
テ
ム
の
安
定
と
変
動
の
諸
条
件

─
政
党
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
を
中
心
に
」『
東
海
大
学
紀
要

　

政
治
経
済
学
部
』
第
九
巻
、
五
五
─
七
二
頁
。

田
中
宗
孝
（
一
九
九
七
）『
政
治
改
革
六
年
の
道
程
』
ぎ
ょ
う
せ
い
。

谷
口
将
紀
（
二
〇
〇
五
）「
衆
議
院
総
選
挙
候
補
者
の
政
策
位
置
」『
年
報
政
治
学
』
第
五
六
巻
第
二
号
、
一
一
─
二
四
頁
。

谷
口
尚
子
（
二
〇
一
一
）「
二
〇
〇
九
年
政
権
交
代
の
長
期
的
・
短
期
的
背
景
」『
選
挙
研
究
』
第
二
六
巻
第
二
号
、
一
五
─
二
八
頁
。

中
北
浩
爾
（
二
〇
一
二
）『
現
代
日
本
の
政
党
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
岩
波
新
書
。

名
取
良
太
（
二
〇
一
四
）「
２
０
１
２
年
衆
院
選
に
お
け
る
政
党
投
票
と
候
補
者
投
票
」『
情
報
研
究

─
関
西
大
学
総
合
情
報
学
部
紀
要
』
第
四
一
巻
、

七
一
─
八
四
頁
。

広
瀬
道
貞
（
一
九
八
九
）『
政
治
と
カ
ネ
』
岩
波
新
書
。

浜
田
泰
弘
（
二
〇
一
一
）「
政
党
国
庫
補
助
の
政
治
的
意
義
と
憲
法
的
問
題

─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
党
助
成
の
概
観
」『
現
代
社
会
研
究
』
第
八
号
、

六
三
─
七
〇
頁
。

濱
本
真
輔
（
二
〇
一
五
）「
首
相
と
党
内
統
治

─
人
事
と
造
反
」『
選
挙
研
究
』
第
三
一
巻
第
二
号
、
三
二
─
四
七
頁
。

升
味
準
之
助
（
一
九
八
五
）『
現
代
政
治

─
一
九
五
五
年
以
後

　
下
』
東
京
大
学
出
版
会
。

（
五
〇
五
）
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五
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

三
六
四

松
本
正
生
（
二
〇
〇
一
）『
政
治
意
識
図
説

─
「
政
党
支
持
世
代
」
の
退
場
』
中
公
新
書
。

村
上
信
一
郎
（
一
九
九
一
）「
政
党
活
動
に
対
す
る
国
家
助
成

─
イ
タ
リ
ア
の
経
験
か
ら
」『
選
挙
研
究
』
第
六
巻
八
〇
─
一
〇
八
頁
。

三
宅
一
郎
（
一
九
九
五
）『
日
本
の
政
治
と
選
挙
』
東
京
大
学
出
版
会
。

山
田
真
裕
（
二
〇
一
〇
）「
２
０
０
９
年
総
選
挙
に
お
け
る
政
権
交
代
と
ス
ゥ
イ
ン
グ
・
ヴ
ォ
ー
テ
ィ
ン
グ
」『
選
挙
研
究
』
第
二
六
巻
第
二
号
、
五
─

一
四
頁
。

山
本
健
太
郎
（
二
〇
一
〇
）『
政
党
間
移
動
と
政
党
シ
ス
テ
ム

─
日
本
に
お
け
る
「
政
界
再
編
」
の
研
究
』
木
鐸
社
。

（
外
国
語
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